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不法就労・不法滞在防止にご協力を！

不法就労や不法滞在は法律で禁止されてお

り、不法滞在者を雇った人も処罰の対象とな

ります。

外国人を雇用する場合は、

・旅券

・在留カード

・就労資格証明書等

等の実物を確認してください。

◇問合せ先

犬山警察署

0568－61－0110

名古屋出入国在留管理局

0570-052-259（102＃）

今年に入り、富岡駐在所管内では自宅敷地内に

保管中のタイヤの盗難被害が多発しています。

５月も市内で連続発生しているので、自宅等の

タイヤの保管状況を今一度確認を！

路上から見える場所に置かない

チェーン等でロック

防犯カメラやセンサーライトの設置

現在、自転車の交通違反には、交通反則通告制度（青切符）が

適用されています。（１６歳以上が対象）

熱中症対策 「まだ大丈夫」と我慢しないで早めの水分・塩分補給を 令和８年６月
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